
埼玉県ふるさと認証食品認証実施要領 

 

第１ 目的 

   この要領は、「埼玉県ふるさと認証食品認証要綱」（以下「要綱」という。）に 

 基づく、ふるさと認証食品の認証の実施について、必要な事項を定める。 

 

第２ 農林振興センター所長への委任 

   要綱第５の規定に基づく認証審査、要綱第６の規定に基づく認証の決定、要綱第 

  ９の規定に基づく申請内容の変更、要綱第１２の規定に基づく点検指導及び市販品 

  調査、要綱第１３の規定に基づく違反者に対する措置及び要綱第１４の規定に基づ 

  く認証の取り消しは、農林振興センター所長が行うものとする。 

 

第３ 申請書の提出 

   要綱第４の認証の申請の規定に基づく申請書の提出は、「埼玉県ふるさと認証食 

 品認証申請書提出要領」の定めによるものとする。 

 

第４ 認証審査 

 １ 要綱第５の認証審査にあたり、農林振興センター所長は、品目毎の認証基準に適 

 合しているかどうかを審査するため、現場確認を行うものとする。 

   なお、複数の農林振興センターの管内に製造工場を有する申請があった場合、関 

 係する農林振興センターは、協力して現場確認を行うものとする。 

   ただし、現場確認が困難な場合、書類審査に替えることができるものとする。 

 ２ １の現場確認状況を踏まえ、別紙の認証食品チェックシートにより認証適否の審

  査を行うものとする。 

 

第５ 認証の決定 

   要綱第６の規定に基づき、認証又は非認証の決定通知は、様式１－１又は様式１ 

 －２によるものとする。 

 

第６ 認証番号 

   要綱第６の規定に基づき新規の認証を行うときの認証番号については、農業ビジ

  ネス支援課が一括して管理するものとする。 

 

第７ 認証の取消し 

   要綱第１４の規定に基づき、認証の取消しをしたときは、申請者に通知（様式  

２）するものとする。 

 



第８ 農林部長への報告 

   農林振興センター所長は、要綱第６に基づく認証の決定を行ったとき、要綱第９ 

 に基づく届出書を受理したとき及び要綱第１４に基づく認証の取消しを行ったとき 

 は、農林部長に報告（様式３－１～様式３－３）するものとする。 

 

第９ その他 

   この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附則 

 この要領は、平成１８年４月１日から適用する。 

附則 

 この要領は、平成１９年４月１日から適用する。 

附則 

 この要領は、平成２１年４月１日から適用する。 

附則 

 この要領は、平成２３年４月１日から適用する。  

附則 

 この要領は、平成２４年４月１日から適用する。 

附則 

 この要領は、平成２６年４月１日から適用する。 

附則 

 この要領は、平成２８年４月１日から適用する。 

附則 

 この要領は、令和２年４月１日から適用する。 



様式１－１（認証の通知） 

                                                              第     号 

                               年  月  日 

 

           様 

 

農林振興センター所長  

 

埼玉県ふるさと認証食品の認証について（通知） 

 

   年  月  日付けで申請のあった下記の埼玉県ふるさと認証食品認証申請につ

いては、埼玉県ふるさと認証食品認証要綱第６に基づき認証し、別添のとおり埼玉県ふる

さと認証食品認証書を交付します。 

 

記 

 

 
品目 商品名 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 改善事項がある場合は、その内容についても記載すること。 



様式１－２（非認証の通知） 

                                                              第     号 

                               年  月  日 

 

           様 

 

農林振興センター所長  

 

埼玉県ふるさと認証食品の非認証について（通知） 

 

   年  月  日付けで申請のあった下記の埼玉県ふるさと認証食品認証申請につ

いては、下記の理由により非認証と決定したので、埼玉県ふるさと認証食品認証要綱第６

の２に基づき通知します。 

 

記 

 

１ 申請食品 

２ 非認証理由 



様式２（取消しの通知） 

                                                              第     号 

                               年  月  日 

 

           様 

 

農林振興センター所長  

 

埼玉県ふるさと認証食品の取消しについて（通知） 

 

 下記の埼玉県ふるさと認証食品については、埼玉県ふるさと認証食品認証要綱第１４

に基づき、下記の理由により取消したので、通知します。 

 

記 

 

１ 認証番号 第 号 

２ 取消しの理由 



様式３－１（認証の報告） 

                                                              第     号 

                               年  月  日 

 

 農林部長 様 

 

農林振興センター所長  

 

埼玉県ふるさと認証食品の認証の決定について（報告） 

 

 下記の埼玉県ふるさと認証食品認証申請について、別添のとおり認証したので報告し

ます。 

 

記 

 

 

申請者 

申請商品 

認証番号 

 

品目 商品名 

   第  号 

 

電子申請(メール等)による受付  件 

 

 

 

 

 

※ １ 認証通知、認証書の写しをメールもしくは共有フォルダ経由で添付する。 

    ２ 申請書の写しをメールもしくは共有フォルダ経由で添付する。 

  ３ 認証食品の画像（容量2MB以下）をメールもしくは共有フォルダ経由で添付する。 



様式３－２（変更の報告） 

                                                              第     号 

                               年  月  日 

 

 農林部長 様 

 

農林振興センター所長  

 

埼玉県ふるさと認証食品の変更届について（報告） 

 

 下記の埼玉県ふるさと認証食品について、別添のとおり変更届が提出されたので報告

します。 

 

記 

 

 認証番号 第 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ １ 変更届の写しを添付する。 

  ２ 認証食品の包装等に変更がある場合、画像（容量500kb程度）を添付する。 



様式３－３（取消しの報告） 

                                                              第     号 

                               年  月  日 

 

 農林部長 様 

 

農林振興センター所長  

 

埼玉県ふるさと認証食品の取消しについて（報告） 

 

 下記の埼玉県ふるさと認証食品について、別添のとおり認証を取り消したので報告し

ます。 

 

記 

 

 認証番号 第 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 取消しの通知を添付する。 


